
 

番号 団体名・職名等 地区等 

１ 大鶴振興協議会長 大鶴 

２ 大鶴まちづくり協議会長 大鶴 

３ 大肥本町自治会長 大鶴 

４ 鶴河内町自治会長 大鶴 

５ 大肥町住民代表 大鶴 

６ 静修紫雲台代表 大鶴 

７ 地域おこし協力隊経験者 大鶴 

８ 
夜明振興協議会長 

（夜明上町自治会長） 
夜明 

９ 夜明中町自治会長 夜明 

10 
夜明関町自治会長 

（夜明まちづくり運営委員会長） 
夜明 

11 夜明上町住民代表 夜明 

12 夜明上町住民代表 夜明 

13 夜明上町住民代表 夜明 

14 夜明中町住民代表 夜明 

15 夜明中町住民代表 夜明 

16 夜明中町住民代表 夜明 

17 夜明関町住民代表 夜明 

18 夜明関町住民代表 夜明 

19 大鶴地区集落支援員 大鶴 

20 大鶴地区地域おこし協力隊員 大鶴 

21 夜明地区集落支援員 夜明 

22 農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会 大鶴夜明 

23 大明タクシー有限会社 大鶴夜明 

24 大分県西部振興局  

25 日田市大鶴振興センター長 

事務局 26 日田市夜明振興センター長 

27 日田市まちづくり推進課長 
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★大肥の郷まちづくり会議とは・・・？ 会議規約の一部を抜粋してご紹介します。 

大肥の郷まちづくり会議規約（一部抜粋） 
（目的） 
第２条 本会は、平成２９年九州北部豪雨災害により被災した日田市大鶴地区及び

夜明地区の復興を図るため、ＪＲ日田彦山線における被災後の復旧方法が、令和
２年７月、ＢＲＴによる復旧に決定したことを契機に、両地区の住民等が力を合
わせ、暮らしを守り人が元気になるまちづくりのデザインを検討し、地域の発展
を目指していくことを目的とする。 

（活動） 
第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行うことができる。 
（１）ＪＲ日田彦山線の線路跡地の利用に関すること 
（２）大鶴駅・今山駅・夜明駅の活用に関すること 
（３）グリーンスローモビリティの活用に関すること 
（４）地域資源を活用した地域活性化への取組に関すること 
（５）その他本会が目的を達成するために必要な活動に関すること 
（会員） 
第４条 本会の会員は、日田市大鶴地区及び夜明地区に在住する者並びに本会の目的

に賛同する者をもって構成する。 
 
 

★まちづくり会議のメンバーは・・・？ 

※令和３年９月１５日現在のメンバーです。 

★まちづくり会議の様子 
これまで全体会を３回開催し、令和３年度からは、大鶴・夜明各地区 

それぞれでワーキンググループ会議を実施しています。 

７/２９ 大鶴地区第２回ワーキンググループ 

8/3 夜明地区第２回ワーキンググループ 

★お知らせ★ 大肥の郷まちづくり会議では、大鶴・夜明地区住民の皆さまから、地域のまちづくりに関して
多くの意見をいただきたく、今回「まちづくりに関するアンケート」を実施します。皆さまのご協力、よろしくお願
いいたします。※アンケートは、10月中旬から下旬にかけて、自治会を通じて回収させていただきます。 

大肥の郷まちづくり会議事務局（日田市まちづくり推進課）電話：２２－８３５６ メール：machidukuri@city.hita.oita.jp 
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